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評 価 の 実 施 体 制 、 方 法  

 

実施体制 

 

Ｑ １  評価部会の構成員は、どのような基準で選ばれるのか。また、評価部会はどのような

構成になるのか。  

 

Ａ  機構の大学機関別認証評価 （以下 「認証評価 」 という 。） を実施するにあたっては、

国 ・公 ・私立大学の関係者及び社会、経済、文化等各方面の有識者からなる大学機関別認

証評価委員会 （以下 「 評価委員会 」 という 。） を設置し 、その下に、個別の大学の評価を

実施するために、評価対象大学の状況に応じた評価部会を編成します 。評価部会には、対

象大学の組織形態、教育研究内容等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を評価担当

者として配置します。各大学の教育研究分野やその状況が多様であること等を勘案し 、

国 ・公 ・私立大学、学協会等関係団体に広く候補者の推薦を求め、評価委員会の下に置か

れた専門委員選考委員会において選考します。  

 

 

自己評価書作成全般について 

 

Ｑ２  実施大綱の実施方法に記載されている 「書面調査では確認できなかった事項等 」 とは、

具体的にどのような事項なのか。また、 「 機構が独自に調査 ・収集する資料 ・データ等 」

とは、具体的にどのような資料をどのような方法で調査 ・収集するのか。  

 

Ａ  書面調査では確認できなかった事項等とは、機構において自己評価書だけでは基準の分

析ができない場合に確認する事項及び資料 ・データ等や 、実際に大学を訪問しなければ確

認できない事項 （授業等教育活動の状況、学習環境の状況、及び教職員、在学生等からの

意見聴取等 ） を指しています。  

また、機構が独自に調査 ・収集する資料 ・データ等とは、既に公表されているウェブサ

イトの内容、報道資料、刊行物等から収集する資料 ・データ等を指しています 。  

 

 

Ｑ３  「 分析項目 」 ごとに 「分析の手順 」が記載されているが、この 「分析の手順 」に記載

されている事項は、すべて確認する必要があるのか。一つでも確認できない事項があると

「基準を満たさない 」 となるのか。  

 

Ａ  分析の手順は、項目を分析するにあたり必要なものとなっています。根拠資料 ・ データ

を示すことができないなど、確認ができない場合には、備考欄にその理由等を記載し 、そ

れらを踏まえ総合的に基準の判断をしてください。  
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Ｑ４  評価の対象となるのは具体的にいつからいつまでか。 （ これまでの経緯等について、

いつまで遡ることができるのか 。） また、自己評価書提出時には終了している取組や活動、

あるいは今後予定している取組等について記述することは可能か。  

 

Ａ  認証評価は、現在 （評価実施年度 ）の状況について評価を行うものです。その評価のた

めの分析において、過去に遡って状況を分析することが必要であるもの （例えば、単年度

ではなく複数年度にわたる傾向によって判断すべき状況の根拠データとなる入学定員充足

率、卒業率等 ） については、分析項目ごとに分析に必要な範囲を具体的に指示しています 。

また、大学がその成果を分析して特記する事項についても、同様の判断によって必要な年

限にわたる分析をすることが求められています。ただし 、前回認証評価を実施した年度よ

りもさらに遡って分析をすることは原則として不要です。また、現在の状況との関連がな

い過去の状況や、実際の活動が開始されていない将来の取組の計画等は評価の根拠となり

ませんので、分析する必要はありません 。  

なお、根拠資料について、基準日や対象の期間 ・年度等を 「 別紙様式、根拠資料 ・デー

タについて 」 としてまとめていますので、参考としてください。  

ウェブサイト URL ：

https://www.niad.ac.jp/evaluation/certification_evaluation/ce_university/ce_un_outline/ 

 

 

Ｑ５  分析項目について、 ３巡目から文言変更がない分析項目については、分析の手順 ・評

価の観点に変更がないと考えてよいか。また、その場合、 ３巡目受審時に課題が指摘され

なかった分析項目について、 ３巡目受審時から規定や状況に変更がない場合は、 ４巡目に

おいても課題が指摘されないと考えてよいか。  

 

Ａ  自己評価実施要項は、大学設置基準等の改正に伴って毎年修正されてきました。 ４巡目

の開始にあたって、自己評価実施要項は修正点等を含めて整合性の観点から再検討され、

分析項目の自己評価手順等も変更されています。なお、 3巡目の評価過程において確認事

項を付されることの多かった分析項目については、大幅に変わるような観点はありません

が、分析の手順等の変更が行われています 。  

また、 ３巡目において、内部質保証の体制整備に主眼が置かれていました。 ４巡目にお

いては、整備された内部質保証体制の実効性に主眼が移ります。すなわち、内部質保証体

制が有効に機能しているか、自己点検評価を継続的に行い、出てきた課題を解消している

か、といった点が評価では重視されることとなります 。  

さらに、大学設置基準等の改正に伴う 、分析項目の自己評価手順等の変更があるため、

３巡目受審時に指摘がなかったとしても、 ４巡目受審時に評価委員から指摘が入ることも

あり得ます 。  

 

 

 

 

 

https://www.niad.ac.jp/evaluation/certification_evaluation/ce_university/ce_un_outline/
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領域１  教育研究上の基本組織に関する基準 

 

Ｑ６  分析項目１－１－１について、 「 共同教育課程等 」 とは何を指すか。  

 

Ａ  自己評価実施要項の分析項目１－１－１の 【 関係法令等 】 に示されているように、共同

教育課程等には、大学設置基準第 43条に定められる共同教育課程だけではなく 、大学設

置基準第 41 条が定める学部等連係課程も含まれます。  

 

 

Ｑ７  共通基礎データ様式１について、非常勤教員を学科ごとに採用していない場合は、ど

のように記載したらよいのか。  

 

Ａ  学科ごとでの記載が難しい場合は、学部ごとの記載で構いません。様式の行を適宜追加

の上、記載してください。必要に応じて、様式の右側の備考欄に補足説明を記載してくだ

さい。  

 

 

Ｑ８  「 分析項目１ −２−２  教員の年齢及び性別の構成が、著しく偏っていないこと 」 に

ついて、どのように分析すればよいのか。  

 

Ａ  専門分野、大学の沿革等の特性から一律の基準を示すことは不可能であると考えていま

す 。明白に偏りがある場合にはその理由を備考欄に記載していただくことになります。ま

た、年齢や性別の構成に向けての若手や女性教員の雇用等の取組を行い、その成果が出て

いることは優れた成果が確認できる取組として記載していただくことになります。その場

合その成果が優れていれば、優れた点として評価します。  

 

 

Ｑ９  基準１ −２の分析において、教員の年齢別、性別の人数分布に特任教員の人数を含め

ることは可能か。  

 

Ａ  可能です。ただし 、 「 特任教員 」 の定義は大学によって個別に規定されていますので、

教育を中心として評価するという基本的な方針をご理解いただき 、教育上の指導能力 ・資

格を有しているか、常勤であるかなど、実質的に教育に従事していることを確認の上、

「 特任教員 」 を含めるか否かを判断してください。なお、 「 特任教員 」 を含めた場合には、

( １ )基準２を通じて教員数とその内訳が整合的であること 、 ( ２ )認証評価共通基礎デ

ータ大学様式１によって報告いただいている関連する人数と整合的であることに留意して

ください。  
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Ｑ １ ０  分析項目１－２－３の分析項目に係る根拠資料 ・データに示されている、 「 法人の

役員会、経営協議会、教育研究評議会等が、法人としての業務以外で大学の教育研究活動

に係る運営において役割を有する場合 」 とは具体的にどういった場合なのか。  

 

Ａ  認証評価は大学の教育研究活動を中心に評価しますので、 これらの法人の意思決定に関

わる組織が、大学における教育研究活動の具体的内容に対して責任をもち、直接関与する

場合 （教育研究上の基本組織やカリキュラムの改革等 ）、 又は関与を想定した審議事項等

が定められている場合を指しています。  

 

 

Ｑ １ １  別紙様式１ −３− １に記載する教員組織は、教育を担当しない附属施設や学内セン

ターについても教員が所属するものはすべて記載する必要があるか。  

 

Ａ  研究や地域貢献のみを目的として設置され、教育活動以外を行う組織については示す必

要はありません 。  

 

 

Ｑ １ ２  分析項目１ −３−３に 「教育研究活動について、全学的見地から審議し又は実施す

る組織 」 とあるが、どの範囲まで網羅すればよいのか。  

 

Ａ  研究活動や地域貢献等、教育活動以外を審議する組織については示す必要はありませ

ん 。  

 

 

領域２  内部質保証に関する基準 

 

Ｑ １ ３  機関別内部質保証の対象とすべき 「大学等の教育研究活動等 」 とは、どの範囲の活

動を指しているか。  

 

Ａ  学校教育法第 109 条において大学が自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するも

のとされている 「教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備 」 を指します 。  

 

 

Ｑ １ ４  重点評価項目である内部質保証に関連して、第３巡目では、内部質保証が有効に機

能していることの根拠として、第３期法人評価 （現況分析 ） における指摘事項への対応状

況が問われていた。第４期の現況分析における指摘事項への対応状況についても同様に、

必須で確認される見込みと考えてよいのか。  

 

Ａ  自己評価実施要項の記載どおり 、内部質保証体制により決定される対応措置には第三者

評価の結果を含むこととしています。第４期の法人評価 （現況分析 ） も含めた第三者評価
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における指摘事項があれば、改善の取組を行うこととなるはずです。結果として、別紙様

式２－３－１に記載する事項となります 。領域６について第三者評価結果の活用を行って

いる場合には、改善の取組を示す根拠書類の提出が必須となります。  

 

 

Ｑ １ ５  内部質保証体制において、自己点検 ・評価委員会で審議した結果を役員会、教育研

究評議会で審議 ・承認する体制となっている場合、別紙様式２－１－１の「（ １ ） 中核とな

る委員会等 」にはこれらすべての会議体が該当するか。  

 

Ａ  内部質保証体制の中核となる委員会等とは、全学的な自己点検 ・評価の結果のとりまと

めや、改善 ・向上活動の計画の立案及び計画の進捗状況の確認等、学内の実質的な活動の

中核となっている会議体等が該当します 。単に報告を受け、承認する役割を担う委員会等

は中核となる委員会等には該当しません 。  

 

 

Ｑ １ ６  基準２－１の 【分析項目に係る根拠資料 ・データ 】において、 「※前回の機関別認

証評価時点 （大学改革支援 ・学位授与機構以外の評価機関で実施した場合も含む 。） から

内部質保証体制に係る規定類を変更している場合には、内部質保証体制に係る規定類の変

更点を示す書類があれば提出する 。」 とあるが、大幅な変更により対照表等を作成してい

ない場合は、当該書類は提出不要ということでよいか。  

 

Ａ  通常、規則類の改定をする際は、学内手続きにおいて新旧対照表を作成するものと認識

しております。大幅な変更等の何らかの理由により新旧対照表を作成していない場合には、

認証評価用に新旧対照表を作成していただく必要はございませんが、前回受審時の当該規

則と現行の規則の両方を提出ください。  

 

 

Ｑ １ ７  領域２ ・分析項目２− １ −２や領域６ ・自己評価書作成にあたっての留意事項に

「教育研究上の基本組織 」 との記載があるが、具体的にどのような組織単位を想定してい

るのか。  

 

Ａ  大学設置基準及び大学院設置基準の第二章 「教育研究上の基本組織 」 に定める、学部、

学科、課程、並びに、研究科、専攻、及びそれら以外の基本組織を想定しています。各大

学の質保証の状況にふさわしい単位で分析してください。  

なお、学生募集を停止した教育研究上の基本組織 （廃止した教育研究上の基本組織を含

む 。） がある場合には、別紙様式２－１－２の 「学生募集を停止した教育研究上の基本組

織 」欄に記載してください。  

※学生募集を停止した教育研究上の基本組織に関する領域６の対応はQ５ ２参照 
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Ｑ １ ８  「 教育課程 」の定義は何か。学位プログラムとの関係はどのようなものか。  

 

Ａ  機構が実施する認証評価において、 「 教育課程 」 とは、基本的には、大学等の教育上の

目的を達成するために必要な授業科目により体系的に編成されたものを指します （大学設

置基準第 19 条 ）が、 これを実施する活動の総体が評価の対象となり 、そのために基準６

− １から６−７を設けています。具体的には、学位授与方針によって規定された教育内容

及び教育活動を単位として想定しており 、 この意味では一般に 「学位プログラム 」 と呼ば

れるものに相当します。 したがって、学位プログラムは文字どおり学位授与方針によって

その内容と活動が規定されているので、分析の対象であり 、その分析の結果を教育研究上

の基本組織ごとに整理して自己評価書を作成することが求められています。  

 

 

Ｑ １ ９  分析項目２− １ −２に 「 それぞれの教育研究上の基本組織が、教育課程について責

任をもつように 」 とあるが、体制の整備は、 「 教育研究上の基本組織 」、 「 教育課程 」 ご

とに必要か。  

 

Ａ  分析の結果を別紙様式２− １ −２のすべての欄に記載することができれば、十分に分析

できていると考えられます 。  

 

 

Ｑ２ ０  教養教育の実施体制について、 ４巡目ではどの分析項目で分析し 、判断するのか。  

 

Ａ  平成 28年３月の学校教育法施行規則第 165 条の２の改正によっていわゆる３つのポ

リシーの策定が義務付けられ、また、細目省令の改正によってそれらのポリシーを認証評

価することが義務付けられました。 これらのことから 、 ３巡目以降の認証評価においては、

（ 特に学士課程について ）卒業時において獲得していることが期待される学習成果がその

学部、学科等について定められた学位授与方針によって明確に規定されていることを想定

しています。 したがって、 これまでいわゆる 「教養教育 」がその育成の大半を担ってきた

と考えられる、大学卒業生に専攻分野を問わず期待される能力もそれぞれの学部、学科等

の学位授与方針に明記されているものと想定します 。  

そのため、教養教育の 「実施体制 」の問題にとどまらない観点から 、自己評価書の作成

においていくつかの分析項目に分散して分析をお願いすることとしています 。  

「 教養教育 」 を企画、実施し 、その教育の質を維持するための自立的な体制を構築して

いる場合には、以下の４点に留意して自己評価書を作成してください。  

 

ア  分析項目２− １ −２において、そのような自立的体制である組織の名称を、教育

研究上の基本組織として記載し 、その組織が責任をもつ教育課程として 「教養教育 」

又は大学の事情に応じた名称 (例えば 「共通科目 」等 )を記載してください。  

イ  分析項目６− １ − １の分析において、各教育課程の学位授与方針を確認する際に、

アで記載した組織が実施する教育活動が、学生が卒業時に獲得を期待される知識、

能力等の達成に貢献する内容に含まれていることを確認してください。含まれてい
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なければ （例えば全学的な学位授与方針として定めている場合等 ）、 アで記載した

組織の内容として備考欄にその理由を記載してください。  

ウ  分析項目６−２− １の分析において、①、②、③ごとに上記イの内容に対応する

事項が具体的に明示されていることを確認してください。明示されていなければ、

備考欄にその理由を記載してください。  

エ  領域６における分析を整理する際に、上記アにおいて記載された組織が責任をも

つ教育課程の内容について、基準６−３から基準６−６について分析し 、その結果

を記載してください。  

 

なお、 4巡目では、教養教育を一つの教育研究上の基本組織とした場合、評価手数料が

算定されることを申し添えます。  

 

 

Ｑ２ １  「 教育研究上の基本組織 」 １組織を考えるにあたり 、いわゆる一般教養教育を担う

教養部や教養教育院等の組織はどのように考えたらよいか。  

 

Ａ  教養教育担当組織の在り方は各大学で様々であると思われ、領域２や領域６において、

教養教育担当組織を独立して分析するか否かは、大学のご判断となります。  

ただし 、内部質保証体制では、教育研究上の基本組織に関して自己点検評価を実施する

必要があります。 このため、教養教育担当組織が個別の教育研究上の基本組織 （領域６の

評価組織 ） であるならば、教養教育担当組織の自己点検評価が内部質保証体制の中で定め

られていなければなりません 。さらに、学部等のDPにおいて、教養教育部分を含めて記

載されているのであれば、教養教育組織と学部等との連携が不可欠であり 、カリキュラム

の構成や成績判定、卒業修了判定などでも連携されている必要があります。 こういった点

を含め領域６で分析いただくことになります。  

なお、 4巡目では、学部 ・研究科ではなく教育研究上の基本組織を単位として評価手数

料が算定されることを申し添えます。  

 

 

Ｑ２ ２  分析項目２− １ −３及び２−２−２に 「施設及び設備、～ 」 とあるが、当該 「施設

及び設備 」は教育活動に供される施設及び設備のみを指すのか、広く大学全体の施設及び

設備を指すのか。  

 

Ａ  大学が設置している、教育や学生支援に係る施設 ・設備を中心に分析してください。  

 

 

Ｑ２ ３  分析項目２− １ −３における 「施設及び設備、学生支援並びに学生受入 」の責任体

制は、全学的な体制を分析すればよいのか。教育研究上の基本組織においても必要か。  

 

Ａ  大学全体の体制の分析のみで十分であり 、学部 ・研究科等ごとの体制を分析する必要は

ありません 。  
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Ｑ２ ４  分析項目２－１－３の分析の手順 「 ・ 該当する体制 （組織 ） に係る規定等において、

当該の質保証に関する活動内容が定められていることを確認する 。」 について、これは大

学全体の内部質保証規定で定めていればよいか、それとも関係組織それぞれの規定で定め

ている必要があるか。また、後者の場合、当該分析項目では、例えば領域６には触れてい

ないが、施設及び設備、学生支援、学生受入のみそれぞれの該当する組織の規定で定める

という認識でよいか。  

 

Ａ  内部質保証体制の中で、施設設備 ・学生支援 ・学生受入の自己点検評価を担当する組織

の規定に、自己点検評価や改善活動を実施することが定められているべきだと考えており

ます 。例えば施設設備のうち、図書館について、図書館運営委員会が担当するのであれば、

図書館運営委員会規定において定められていることを指します。  

また領域6の教育課程において、各学部研究科が担当するなど特定組織が担当している

場合についても同様に定めてあるべきだと考えております。  

 

 

Ｑ２ ５  「 教育課程 」 「 学生の受入 」 「 施設及び設備 」 「 学生支援 」の質保証を担う組織を

束ねる組織 （ すべての質保証に責任を持つ組織 ）を別途定める必要があるのか。  

 

Ａ  体制が整備されていることは、基準２− １及び２−２に関する分析によって確認します 。

すなわち、組織と責任の分担、権限関係、情報の共有、意思決定の経路が明確であること

が確認できることが必要です。それが明確に規定されていることが重要であり 、特定の属

性をもつ組織の設置を求めるものではありません 。  

 

 

Ｑ２ ６  基準２− １及び基準２−２が求める内部質保証に関する体制、手順について、 「 内

部質保証 」 という表現を含む規定を整備していないが、 「 内部質保証 」 という表現を明示

した組織、規定が必要か。  

 

Ａ  必ずしも 「内部質保証 」 という表現を用いる必要はありませんが、その場合でも内部質

保証に関する体制、手順が規定上明確になっていることが求められますので、ご留意くだ

さい。  

 

 

Ｑ２ ７  「 分析項目２－２－１  教育課程ごとの点検 ・評価において、学位授与方針、教育

課程方針をはじめとする領域６の各基準に照らした判断を行う手順が具体的に定められて

いること 」 について、具体的とはどこまで定める必要があるのか。 （ 確認する項目名

（例 ：学位授与方針 ） までか、何を確認するのか具体的な規則等の名称 （例 ：学位授与方

針に～が記載されているか ） までか等 ） また、具体的に定めるのは領域６のみでよいの

か。  
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Ａ  例えば、内部質保証体制において、中核委員会から担当の各学内組織に対してどのよう

にいつ指示がおり 、各学内組織から中核委員会にどのような様式を使って回答しているの

か、といったことがわかる資料を想定しています。各学内組織が実施する自己点検評価に

おける評価項目の判断基準についても、具体的に定める必要があります。  

また領域6以外にも、分析項目2－2－2も同様に 「評価対象事項、実施時期、実施主

体、判断基準について具体的に定められていること 」 を想定しています。  

 

 

Ｑ２ ８  分析項目２－２－３ 「機関別内部質保証体制において、関係者 （学生、卒業 （修了 ）

生、卒業 （修了 ）生の主な雇用者等 )から意見を聴取する仕組みを設けていること 」 につ

いて、関係者の範囲をどのようにとらえたらよいか。関係者として、少なくとも例示され

ている学生、卒業 （修了 ）生、卒業 （修了 ）生の主な雇用者については、対応が必須とい

う理解でよいか。  

 

Ａ  教育課程による学修成果の把握が需要であることは、中教審の答申においても謳われて

おり 、近年この傾向は強くなっております。学修成果は、卒業時点のみで把握しきれるも

のではないため、例示として学生、卒業 （修了 ）生、卒業 （修了 ）生の主な雇用者等を提

示しています。  

関係者の範囲については大学の判断にもよりますが、学生、卒業 （修了 ）生、卒業 （修

了 ）生の主な雇用者の3つは通常含まれるものと認識しております。  

 

 

Ｑ２ ９  分析項目２－２－３において、第４巡目から 「関係者からの意見聴取をする仕組み

が実施され有効に活用されていることを確認する 」の記載が追記されている。関係者から

の意見聴取内容が、機関別内部質保証体制において有効に活用されていることを示すため

には、どのような根拠資料等を想定しているのか。  

 

Ａ  意見聴取の内容が内部質保証体制に関係する委員会等で確認され、改善点について検討

や指示などがなされていることがわかる議事録や会議資料などが想定されます。  

また、改善の結果として別紙様式2－3－ 1に記載されることもあり得ます。  

 

 

Ｑ３ ０  基準２−３ 「 内部質保証が有効に機能している 」を満たしていると判断するために

は、どのような事実を確認すればよいか。  

 

Ａ  内部質保証が機能していることは、自己点検 ・評価により課題の認識が学内で共有され、

その課題に係る改善及び向上が計画され、実現していることです 。 したがって、内部質保

証が機能していることを示す根拠としては、自己点検 ・評価による課題発見を端緒として、

改善、向上を実現した成果の事例の提示だけでなく 、改善、向上への計画を検討中又は実

行中のものも含めてすべて提示してください。別紙様式２−３− １には、内部質保証体制
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の確立 （責任者の決定等 ）以降で認証評価を前回実施した年度以降の状況について、すべ

て記載してください。  

 

 

Ｑ３ １  基準２−３の分析の手順における 「教育研究上の基本組織の重要な見直し 」 は内部

質保証にどのような関係があるのか。  

 

Ａ  教育研究上の基本組織の新設や変更等重要な見直しは、それらの組織の目的やそれに基

づいて定められる学位授与方針等に影響を与えるものであり 、内部質保証における点検事

項に基づくものです。 したがって、それらの見直しが内部質保証の体制、機能と無関係で

ないような大学の仕組みとなっていることが求められています。  

 

 

Ｑ３ ２  別紙様式２−３− １に記述する 「改善 ・向上が必要と確認された事項 」について、

取組状況が分かる根拠資料 ・データの提出は必要か。  

 

Ａ  自己評価実施要項において示されている根拠資料 ・データを提出してください。なお、

領域６について第三者評価結果を自己評価に代える場合には、領域６の該当分析項目の代

わりに分析項目２−３− １において、第三者評価結果においてして指摘された事項に対す

る取組状況がわかる根拠資料 ・データを提出してください。 この場合、別紙様式２－３－

１において 「対応計画 」欄に括弧書きで根拠資料名 （資料番号も付す ） を記載してくださ

い。  

 

 

Ｑ３ ３  分析項目２－３－１において、 「 また、内部質保証体制に基づく自己点検 ・評価や

対応措置の実施などの手順について検証していること 」 という文言が追加されている。ど

のような取組が必要となるのか具体例を示していただきたい。また検証していることの根

拠資料はどのようなものを想定しているのか。  

 

Ａ  内部質保証体制に基づいた自己点検評価並びに改善活動を実際に運用してみると 、実施

に関する不具合や課題等が判明し 、体制の変更や手順の改善がなされている場合があると

考えられます。  

内部質保証体制における中核委員会等において、内部質保証の実施に関する検証、すな

わち不具合や課題等がないのかを審議することが必要です。 したがって、検証を示す根拠

書類としては、中核委員会等の議事録や資料等が該当します。  

 

 

 

 



- 11 - 

 

Ｑ３ ４  分析項目 2-3-1 において、 【 分析の手順 】に 「機関別内部質保証が有効に機能し

ていることを確認 」が追加されているが、 「 有効に機能 」 していることをどのように判断

するのか基準を具体的に教えていただきたい。また、同項目の 【分析項目に係る根拠資

料 ・データ 】  に記載の 「審議の状況が確認できる資料 （議事録等）」とは、どの程度の記

載内容が必要なのか。例えば、議題とその議題が承認された旨の記載で足りるのか。ある

いは、課題ごとに審議された内容を記載する必要があるのか。  

 

Ａ  ３巡目の基準２－３同様 「内部質保証が有効に機能していること 」 をもって基準を満た

すとしています。  

内部質保証体制において定めらえた手順に従って、自己点検評価等及びそれに基づく改

善が実施され、またその改善の内容が別紙様式２－３－１に記載されている必要がありま

す 。  

根拠資料につきましては、中核委員会の議事録等を提出することとなっていますが、内

容によっては追加の資料を確認事項として求められることもあり得ます。  

 

 

Ｑ３ ５  分析項目２−４− １では、 「 教員の採用及び昇格等にあたって、教育上、研究上又

は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によ

って採用、昇格させていること 」を分析することが求められているが、具体的にはどのよ

うなことを確認する必要があるのか。  

 

Ａ  採用、昇任に係る必要事項を大学として定めていることについて、そのことを明文化し

た規定類があることを確認し 、特に、教育上の指導能力及び （大学院課程においては ）教

育研究上の指導能力を評価して採用、昇任を行っている事実を確認できれば十分です。 こ

のために別紙様式に従って分析してください。  

 

 

Ｑ３ ６  基準２−４に関し 、基幹教員制度（「大学設置基準等の一部を改正する省令 」 （ 令和

４年文部科学省令第 34号 ）等により新たに導入された制度 ）を導入している場合に、分

析において留意すべきことは何か。  

 

Ａ  基幹教員制度を導入している場合、各分析においてご留意いただきたいのは以下のとお

りです 。  

  

 分析項目２−４− １ ：  基幹教員 （他大学等との兼務者 ）の採用等に係る規定を確認す

る。  

分析項目２−４−２ ：  基幹教員に係る教員評価の実施について規則等で規定しているこ

とを確認する。  
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Ｑ３ ７  分析項目２－４－１では 「※基幹教員の採用等に係る規定も併せて確認する 」、 及

び分析項目２－４－２では 「※基幹教員制度を導入している場合は、基幹教員 （他大学等

との兼務者等 ） に係る教員評価の実施についても規則等で規定していることも併せて確認

する 」 ことが求められているが、既存の規則に基幹教員の要件に関する規定を追記しなけ

ればいけないということか。または、基幹教員のみを対象とした規則等を新たに制定しな

ければいけないということか。  

 

Ａ  分析項目２－４－１の教員採用について、多くの大学では従来の専任教員制度に即して

雇用形態に応じた規定が整備されているものと考えます。他方、基幹教員制度は必ずしも

雇用形態によるものではないことから 、基幹教員制度の導入に際しては、基幹教員となり

うる教員として採用する場合が規則等で明確となっていることが必要になると考えていま

す 。  

※なお、基幹教員として他大学等との兼務者の採用を想定していない場合でも 、 この点が

明示的に定められていない場合には、大学における教員採用の想定範囲が明確ではないた

め基準を満たさないと判断される可能性はあります 。  

 

分析項目２－４－２の教員の評価については、教育の内部質保証の観点から 、規則等で

対象者を明確に定めていること等を分析します。従前、教育課程を担当する専任教員 （常

勤 ）の評価の実施状況を分析していましたが、基幹教員制度に依る場合は、 これに相当す

るものとして基幹教員を対象に評価を実施していることの確認が必要になると考えられま

す 。  

なお、既存規則への追記や新規規定の制定などの規定の方法に関しては、各校の状況に

応じて適切にご判断いただくべきものと考えます。  

※一般に基幹教員制度の場合、勤務実態が異なる教員が存在することになるため、教員評

価の方法や内容が同一で良いのか否かは大学において判断され決定されるものと考えられ

ます。  

 

 

Ｑ３ ８  分析項目２－４－１において、 「 ※基幹教員の採用等に係る規定も併せて確認する 」

とあるが、単に 「教員 」 についてではなく 、 「基幹教員 」 について特に定めている規定等

を確認されるとのことか。  

 

Ａ  基幹教員の取扱について、独立した規則を制定しているか確認するという主旨ではあり

ません 。基幹教員制度が始まり 、様々な属性の基幹教員の採用等が想定されるため、既存

の規定にそれに対応する条文が整備されているか確認するものになります。  
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Ｑ３ ９  分析項目２－４－２において、 「 ※基幹教員制度を導入している場合は、基幹教員

（他大学との兼務者等 ）に係る教員評価の実施についても規則等で規定していることを確

認する 」 とあるが、単に 「教員 」 についてではなく 、 「 基幹教員 」 について特に定めてい

る規定等について確認するのは、どのような理由によるものか。  

 

Ａ  3巡目までは、非常勤講師のような専任教員ではない教員に関する評価の実施状況を求

めておりませんでした。基幹教員制度を導入すると 、常勤雇用ではなくとも教育課程に責

任のある教員、すなわち設置基準上の教員というものが数として存在するため、その点を

確認するものになります。  

 

 

領域３  財務運営及び情報公表等に関する基準 

 

Ｑ４ ０  財務諸表等の根拠資料 ・データについて、 「 ※承認後に提出する 。」 とあるが、自

己評価書提出後に承認される場合、どのように対応したらよいか。  

 

Ａ  分析項目３－１－１の根拠書類である 「直近年度を含む過去5年度分の財務諸表 」 に関

して、財務諸表等が承認されていない場合、 ６月末には根拠資料として提出せず、自己評

価書には資料名のみ記載してリンクは設定しないようにしてください。  

自己評価書提出後に財務諸表等が承認されましたら 、速やかに承認された財務諸表等を

提出してください。なお、承認後、すでに提出済みの 「分析の手順に示された理由がある

場合に、その理由を記載した書類 」の数値に変更がある場合、修正して再度提出してくだ

さい。  

具体的な提出方法については、自己評価書と併せて公表している 「自己評価書等提出マ

ニュアル 」 に従ってください。  

なお、 ここでいう 「承認 」 とは、自己評価実施要項に記載の関係法令等にて定められた、

法令に基づく承認を意味します。  

 

 

Ｑ４ １  別紙様式３−２− １において、公表状況を示すウェブサイト URL は具体的にどの

ページを示せばよいか。  

 

Ａ  法令等により公表を求めている情報が、公表されているということが分かるウェブペー

ジの URL を示してください。なお、各情報にアクセスするためのトップページを一律に

示すのではなく 、一定程度深い階層にある場合は、評価委員がどのリンク参照すればよい

か分かるような URL を示してください。逆に当該情報が PDF となっている場合、直接

PDF のリンクとしてしまうと 、一般に公表されているかが判断できませんので、当該

PDF が公表されていると判断できるウェブページ （ URL ） を示してください。また、

教育職員免許法施行規則第 22条の６の公表状況については、教員養成に係る教員の数や

教員養成に係る授業科目等を、大学全体の教員や授業科目のデータベースとは別に分けて

公表する必要がありますので、ご留意ください。  
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Ｑ４ ２  分析項目３−２− １において、財務諸表等については、どの程度公表していればよ

いのか。  

 

Ａ  ウェブを利用して一般に閲覧できる状態にある場合には、法令が定める公表の義務はす

でに履行されているものと判断できます 。なお、法人化されていない公立大学においては、

設置者である地方公共団体において公表されていますが、各公立大学が自ら公表すること

が期待されます。  

 

 

Ｑ４ ３  分析項目３−２− １において、学校教育法第 109 条第1項の公表内容として、認

証評価における自己評価書等、第三者評価を受審した際の自己点検 ・評価書を公表してい

ることで足りるか。  

 

Ａ  学校教育法第 109 条第１項の求める公表内容は、当該大学の教育及び研究、組織及び

運営並びに施設及び設備の状況について自ら行う点検及び評価の結果であり 、認証評価に

おける自己評価書や国立大学法人評価における実績報告書とは異なる趣旨のものです 。認

証評価における自己評価書は第三者が定めた基準に従い作成されたものなので、学校教育

法第 109 条第１項における自ら点検及び評価を行った結果とは言えません 。国立大学法

人評価等は、国立大学法人法に基づく評価ですので、そのために大学が作成した、例えば

実績報告書は、学校教育法の求める自己点検 ・評価の結果には相当しません 。  

 

 

Ｑ４ ４  分析項目３−２− １について、基幹教員制度（「大学設置基準等の一部を改正する省

令 」 （ 令和４年文部科学省令第 34号 ）等により新たに導入された制度 ）を導入している

場合に、分析において留意すべきことは何か。  

 

Ａ  「 大学設置基準等の一部を改正する省令等の交付について （通知）」 （ 令和４年９月 30

日付４文科高第 963 号高等教育局長通知 ） で求められている内容に沿って、教育研究活

動等についての情報が公表されているか確認してください。  

 

 【 参考 ： 「 大学設置基準等の一部を改正する省令等の交付について （通知）」 （ 令和４年９

月 30日付４文科高第 963 号高等教育局長通知 ）抜粋 】  

④  基幹教員に係る情報公表 

   ア  現行においても、学校教育法施行規則第 172 条の２の規定に基づき、各大学等

においては、教員に係る情報についても公表することとされており 、今回の改正後

の基幹教員の規定を適用した場合には、例えば、基幹教員の数、各基幹教員が有す

る学位、教育研究等の業績、教育課程の編成その他の学部の運営への参画の状況、

主要授業科目の担当の有無や単位数といった担当授業科目に係る状況について、各

大学等において、遅滞なく 、適切に公表する必要があること 。また、他の大学等に

おける基幹教員としての勤務に係る情報も、得ておくことが望ましいこと 。  
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イ  基幹教員以外の教員に係る情報公表についても、引き続き適切に行う必要がある

こと 。教員に係る情報公表に際しては、 「 学校教育法施行規則等の一部を改正する

省令の施行について （通知）」 （ 平成 22年６月 16 日付け 22文科高第 236 号文

部科学大臣政務官通知 ） も参照されたいこと 。  

ウ  必要最低教員数が適切に算出されていることを担保する観点から 、各大学等にお

いて、専ら当該大学の教育研究に従事する基幹教員と 、それ以外の基幹教員の別に

ついて把握しておく必要があることはもとより 、各大学等での基幹教員数の公表に

当たり 、 これらの別に係る内訳も公表する必要があること 。  

 

 

領域４  施設及び設備並びに学生支援に関する基準 

 

Ｑ４ ５  分析項目４− １ − １の分析の手順である 「継続的に研究成果を創出するための研究

環境が整備され、教員 ・学生が効果的に利用できるような状態になっていることを確認す

る 。」 に関しては自己評価書においてどのような記載が必要とされるのか。  

 

Ａ  自己評価書の記載については 「認証評価共通基礎データ様式 」 を根拠資料として 「施

設 ・設備等欄 」 に必要事項を記載してください。なお、 「 継続的に研究成果を創出するた

めの研究環境 」 については、設備 ・機器 （研究スペースを含む ） や研究情報、研究データ

や各種試料に関する基盤等を指します。 これらが、継続的に活用され、その結果継続的に

研究成果も創出されていることについては、大学においてご確認ください。  

 

 

Ｑ４ ６  分析項目４－１－２の分析の手順である 「上記の附属施設が、継続的に研究成果を

創出するための施設等としても活用されていることを確認する 。」 に関して、求められる

のは利用実績の統計値か、それとも利用規則等の体制整備か。  

 

Ａ  活用状況に関して大学が確認した上で、別紙様式４―１－２に必要事項を記入してくだ

さい。  

 

 

領域５  学生の受入に関する基準 

 

Ｑ４ ７  分析項目５−３− １において、 「 実入学者数 」 として計上する学生の種類は何か。  

 

Ａ  すべての種類の学生です。入学時期 （ ４月、秋期等 ） や募集等の枠 （ 外国人留学生。例

えば、国費留学生、外国政府派遣留学生、私費外国人留学生等 。） にかかわらず、実際に

入学したすべての学生の数を計上してください。  
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Ｑ４ ８  分析項目５−３− １における入学定員充足率の分析について、著しく下回っている

と判断する基準の値を０ ． ７とする根拠は何か。  

 

Ａ  平成 15 年３月 31 日文部科学省告示第 45号 （大学、大学院、短期大学及び高等専門

学校の設置等に係る認可の基準 ） で、認可申請条件の中で示された数値を根拠として、 ３

巡目までは一貫して、この数値を自己評価実施要項に示すとともに、 この値に満たない場

合、教育環境としての安定性が損なわれるという観点から改善を要する点として指摘して

きました。  

４巡目においても、 この考え方を継承しています。なお、入学定員超過率１ ． ３倍につ

いても同様ですが、 この場合については、教育資源の配分が不十分になるという観点から 、

改善を要する点として指摘しています。  

 

 

Ｑ４ ９  分析項目５－３－１ 「 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る

状況  になっていないこと 」 について、  ４巡目でも過去５年間の入学定員に対する実入

学者の割合 「 1.3倍以上 」、 又は  「 0.7倍未満 」 という基準や運用にも変更はないとい

う理解でよいか。入学定員充足率の算出にあたっては、小数点以下の数値をどのように扱

うのか。  

 

Ａ  現段階においては 「 1.3倍以上 」、 「 0.7倍未満 」の基準に変更はありません 。 これま

で同様、小数点以下の数値は四捨五入せずに扱います。  

 

 

Ｑ５ ０  分析項目５−３− １において、認証評価共通基礎データ大学様式２に 「最新年度の

秋入学については別途確認します 」 とあるが、評価実施年度の秋入学者数について具体的

な確認はどのように行われるのか。  

 

Ａ  訪問調査実施前に送付する確認事項の回答として更新した内容を提出してください。  

 

 

領域６  教育課程と学習成果に関する基準 

 

Ｑ５ １  完成年度に達していない学部 ・研究科がある場合、どのように自己評価書の作成を

行えばよいのか。  

 

Ａ  機構における評価では、評価実施年度において設置されている組織 （実際上は、評価実

施年度において入学者があった組織 ） を評価対象とします。完成年度に達していない学

部 ・研究科等がある場合は、完成年度に達していなくても分析が可能な分析項目について

は、分析を行い、完成年度に達していなければ分析できない分析項目ないし基準について

は、その旨を備考欄に記載してください。  
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Ｑ５ ２  前回の認証評価受審時以降に学生募集を停止した学部 ・研究科がある場合、どのよ

うに自己評価書の作成を行えばよいのか。  

 

Ａ  学生募集を停止した学部 ・研究科については、基準６－１から６－８まで、基準の判断

及びすべての分析は不要です。 したがって、自己評価書上で当該学部 ・研究科のシートを

作成する必要はありませんが、別紙様式６−８− １及び６−８−２のみを作成してくださ

い。別紙様式６−８− １及び６−８−２には、学生募集をしている学部 ・研究科と学生募

集を停止した学部 ・研究科 （学生が在籍している場合のみ ） との両者のデータを記載して

ください。  

なお、前回の認証評価受審時以降に学生募集を停止した教育研究上の基本組織 （廃止し

た教育研究上の基本組織を含む 。） がある場合には、以下の該当欄にも記入してくださ

い。  

①認証評価共通基礎データ様式１の 「学生募集停止中の学部 ・研究科等 」欄については、

基準日である5月1日に在学生がいる場合にのみ記載してください。  

②認証評価共通基礎データ様式２には、過去５年間のうち、当該学部 ・研究科等が廃止

した年度までの実績を記入してください。 「 入学定員に対する平均比率 」欄には、 5

年間でなくても構いませんので、様式に記入したデータ年数分の平均比率を記入して

ください。  

③別紙様式２－１－２の 「学生募集を停止した教育研究上の基本組織 」欄には在学生の

有無にかかわらず、前回の認証評価受審時以降に学生募集を停止したすべての組織に

ついて記載してください。  

 

 

Ｑ５ ３  ２以上の大学が協力して教育研究を行う研究科 （連合大学院 ）については、自己評

価書の作成の際にどのように扱うべきか。  

 

Ａ  連合大学院の基幹校は、連合大学院として設置された研究科全体の教育活動の状況につ

いて、参加校における教育活動状況を含めて分析してください。参加校が認証評価を受け

る際には、分析の対象とはなりません 。  

 

 

Ｑ５ ４  ２以上の大学が協力して教育研究を行うものとして大学設置基準及び大学院設置基

準が定める共同教育課程、国際連携教育課程については、自己評価書の作成の際にどのよ

うに扱うべきか。  

 

Ａ  共同教育課程、国際連携教育課程として設置された学部 ・研究科等は、別紙様式２− １

−２において教育研究上の基本組織として記載するとともに、質の保証に責任をもつ教育

課程として記載し 、領域６の諸基準に関する分析において認証評価を受ける大学における

教育課程の編成、実施等に関する状況を中心に分析し 、作成してください。  

以上の分析を行うとともに、関連法令の制定に関する文部科学省からの通知 （ 20文科

高第 621 号 ） に、 「 共同学科等の教育研究活動に係る評価について、各大学の自己点



- 18 - 

 

検 ・評価、認証評価、国立大学法人評価等、大学又は法人単位で実施されるものにおいて

は、共同教育課程に係る当該大学の教育研究活動の状況に加えて、共同教育課程に係る全

体としての教育研究活動の状況を示す報告書を添付する必要があると考えられること 」 に

留意して、共同教育課程に係る全体としての教育研究活動の状況を示す両大学が共同で作

成したことがわかる報告書を添付してください。更に通知 （ 26文科高第 621 号 ） で国

際連携学科等についても同旨の記載があることに留意してください。  

 

 

Ｑ５ ５  複数の教育課程が一つの基本組織において実施されているとき、領域６の各基準に

ついてどのように分析するのか。  

 

Ａ  教育研究上の基本組織 （学部 ・研究科等 ） を教育課程の実施と質保証の単位とするなら

ば、教育課程に関する分析を踏まえて、学部 ・研究科等ごとに分析し 、判断することにな

ります 。例えば、一部の教育課程が基準６−３を満たしていない場合、 「 〇〇学部におい

ては、一部の教育課程を除いて満たしていると判断する 。」 ことになります 。なお、その

一部の教育課程については、どのような点について満たしていないか、改善が必要である

かを指摘する必要があります。  

教育課程の特性 （修業年限、第三者による分野別評価の実施状況等 ） を考慮して、個々

の教育課程を質保証の単位とする場合には、教育課程ごとに判断することになります。 こ

れらの点に関する方針がどのようなものであるかは、分析項目２− １ −２を分析するため

の別紙様式によって明示してください。  

 

 

Ｑ５ ６  領域６の自己評価書作成にあたっての留意事項において、 「 弾力的措置が適用可能

である場合、または、信頼できる第三者による検証等 （分野別認証評価など ）を受けてい

る場合 」 に関し 、領域６の各基準の自己評価に代えるためには、具体的にどのような手続

きが必要となるか。  

 

Ａ  以下の （ １ ） ～ （ ３ ） の手続きとしています。  

（ １ ） 希望する大学は弾力的措置に関する申告書又は第三者による評価の実施状況と活用

に関する申告書 （別紙様式 ） を提出してください。  

（ ２ ） 機構は、申告書受領後、大学からの申告に基づき、評価委員会にて弾力的措置適用

等の可否について審議し 、対象大学に結果を通知します。なお、弾力的措置適用と第

三者による評価結果活用の両方が認められた場合には、弾力的措置適用を優先しま

す 。  

（ ３ ） 通知を受けた大学は、その通知に基づき、 ６月末までに自己評価書を作成 ・提出し

てください。  

 

  なお、弾力的措置の適用又は第三者による評価結果を活用する場合でも、別紙様式６−

８− １及び６−８−２の作成 ・提出は必要です。基準ごとの分析は不要ですが、弾力的措

置の適用又は第三者評価結果を活用する場合の様式を用いて、基準６－８の根拠資料 ・デ
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ータ欄に別紙様式６−８− １ 、 ６−８−２のみリンクを設定した状態で自己評価書を作成

してください。  

  また、弾力的措置の適用又は第三者による評価結果を活用する場合でも 、基準ごとに優

れた成果が確認できる取組欄を記入することは可能です。  

 

 

Ｑ５ ７  第三者による評価結果の活用が不可とされるのは、どのような場合か。  

 

Ａ  不可とされるのは、以下の４点のいずれかに当てはまる場合です。  

（ １ ） 当該第三者評価が 「 １  第三者としての要件 」又は 「 ２  評価結果活用の要件 」

を満たさない場合。  

「 １  第三者としての要件 」  

次の各号のいずれかに該当する機関であること 。  

１ ．学校教育法第 110 条第２項に基づいて認証された評価機関 

２ ．国際的な認証を取得又は国際的な相互承認の協定等に加盟している評価機関 

３ ．設立後一定期間を経過し 、その分野において代表的な評価機関、または法令等

に基づき大学の教育研究活動を含む評価を行う機関、その他相応の根拠により

大学機関別認証評価委員会 （以下 「委員会 」 という 。） において要件を満たす

と判断した機関 

 

「 ２  評価結果活用の要件 」  

１の要件を満たす第三者の評価において、領域６の各基準の内容が満たされている

こと 。  

（ ２ ） 上記 （ １ ） の要件を満たす場合であっても、当該第三者による評価 （以下 「第三

者評価 」 という 。） を受けた教育研究上の基本組織において、評価後に大幅な改組

があった場合。  

（ ３ ） 上記 （ １ ） の要件を満たす場合であっても、当該評価の認定期間が過ぎている場

合。  

（ ４ ） 上記 （ １ ） の要件を満たす場合であっても、当該評価に関して、大学機関別認証

評価と同時に評価申請を行う場合。  

 

  なお、 （ ２ ） の大幅な改組についてはQ５ ８をご参照ください。  

 

 

Ｑ５ ８  弾力的措置の適用について、直近の機関別認証評価の適合認定及び、教育課程に大

きな変更がないことが要件とされているが、第３巡目から比較して、ディプロマ ・ ポリシ

ーやカリキュラム ・ポリシー等の内容に少しでも変更があれば、弾力的措置の適用外にな

るのか。また、適用となるか否かは教育研究上の基本組織ごとに判断されるので、同じ大

学の中で、適用される研究科とそうでない研究科が混在することもあり得るのか。  
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Ａ  弾力的措置の適用の可否については、認証評価委員会の判断となります。教育課程の変

更の度合いについては、各大学の状況に応じて個別に判断されますが、改組等による学

科 ・専攻の配置換えや新設等の結果として、ポリシーに変更があった場合、適用とはなり

ません 。以下の 【弾力的措置が適用できない場合 】 もご確認ください。  

また、適用の可否については、教育研究上の基本組織ごとに判断されるので、同じ大学

内で適用の可否に違いがでることはあり得ます。  

 

【 弾力的措置が適用できない場合 】  

弾力的措置の適用については、前回の認証評価以降に教育課程の変更を行っていない場

合に限られます。設置認可を伴う改組に限らず、学位名称変更や新たなコース設置、学位

授与方針の大幅な変更など、教育課程が変更されている場合は、弾力的措置が適用されま

せん 。設置審議会への届出や、国立大学の場合には意見伺いや事前伺い等により教育課程

を変更した場合も、弾力的措置が適用されないこととなります。  

 

 

Ｑ５ ９  弾力的措置の適用について、法人から申請する時期や、適用の可否が決定 ・通知さ

れる時期について教えてほしい。  

 

Ａ  申請や結果通知の時期については、 ３巡目までの第三者評価結果の活用と同時期を想定

しており 、 ９月末を申請の期限とし 、翌年１月下旬の通知を予定しています。  

 

 

Ｑ６ ０  領域６において、分析項目に係る根拠資料 ・データとして 「実施状況を示す資料 」

あるいは 「実施状況を確認できる資料 」が挙げられている場合、基準２− １の分析で特定

する教育研究上の基本組織等のすべての単位ごとに資料を提出する必要があるのか。  

 

Ａ  基準２− １の分析で特定する教育研究上の基本組織等のすべての単位ごとに資料を提出

してください。ただし 、全学で共通の組織、取組による場合の提出方法については、自己

評価書と併せて公表している 「自己評価書等提出マニュアル 」 に従ってください。  

 

 

Ｑ６ １  分析項目６−３− １において、教育課程の編成が、体系性を有していることの根拠

資料として示されるカリキュラム ・ マップやコース ・ ツリーとはどのようなものか 。  

 

Ａ  学位授与方針及び教育課程方針に基づき、授業科目に関し 、必修選択の区分、年次配当、

段階的履修の順序を示し 、学位授与方針で定めた獲得が期待される知識能力とどのように

関連付けられるかが分かる資料と想定しています。 「 カリキュラム ・ マップ 」 や 「 コー

ス ・ ツリー 」 といった名称にとらわれる必要はありません 。  
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Ｑ６ ２  分析項目６－３－１の分析の手順において、コース ・ ナンバリングの記載がなくな

っているが、含まれているという認識でよいか。  

 

Ａ  教育課程の体系性を示す一つ手段になりますので、含まれていると認識しています。  

 

 

Ｑ６ ３  分析項目６−３−４における分析対象の一つである 「年間研究指導計画の作成 ・活

用 」 とはどのように実施されている必要があるか。  

 

Ａ  大学院設置基準第 14 条の２では、大学院は、学生に対して、 「 一年間の授業及び研究

指導の計画をあらかじめ明示するもの 」 と定められています。 ここでいう 「一年間の授業

の計画 」は大学設置基準にも同様に定められ、授業科目のシラバスを示しています。 した

がって、 「 研究指導の計画 」 とは、個別の学生の研究テーマ毎の研究実施計画ではなく 、

指導教員による研究指導のシラバスを意味します。 シラバスですので、研究指導の時期、

頻度、方法といった内容が示されていなければなりません 。研究指導計画は毎年度大学院

（教員 ）が作成し 、あらかじめ学生に提示した上で、研究指導を実施する必要がありま

す 。  

 

 

Ｑ６ ４  分析項目６－４－３の分析項目に係る根拠資料 ・データのうち 「 シラバスの記載内

容を組織的にチェックする体制を示す資料 」について、どの程度のレベルのものが求めら

れているのか。 （ 委員会等を組織しシラバスの記載内容を検証する、事務組織でシラバス

の記載漏れを確認する等 ）  

 

Ａ  具体的な体制自体は各大学で様々かと思われます 。 ここでは、分析項目6－3－2の分

析手順について、一人の教員や一人の事務職員のみがチェックするのではなく 、組織的に

シラバスの記載内容のチェックを行っているかを確認します。また、組織的に確認する以

上、委員会等の所掌事項や申合せ等で規定化されていることが必要です。  

 

 

Ｑ６ ５  分析項目６−４−３におけるシラバスの分析において、特に大学院課程の授業科目

について留意すべきことは何か。  

 

Ａ  大学院設置基準第 12 条第１項で規定されているように、大学院の教育は 「 授業科目の

授業 」及び 「研究指導 」 によって行うことになっております。また、大学院設置基準第

16 条第１項等で定められているように、大学院の修了には、一定数の単位を修得し 、か

つ、研究指導を受けて学位論文等が審査を通ることが必要とされています。  

  大学院課程のシラバスにおいて、例えば 「研究指導 」 といった名称の科目を開設してい

るなど、大学院設置基準上の 「研究指導 」 に相当すると思われる授業科目が設定されてい

る場合には、当該授業科目の単位取得と修了要件との関係について分析が必要となります
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のでご留意ください。 「 研究指導 」 を単位化することは妨げられていませんが、大学院設

置基準における修了要件の最低単位数を授業科目だけで習得しなければなりません 。また、

研究活動に関連した内容を授業科目として開設することも妨げられていませんが、 「 授業

科目の授業 」 とは別に 「研究指導 」 （ 指導教員による個別の指導 ）が行われていなければ

なりません 。  

 

 

Ｑ６ ６  分析項目６−４−４について、基幹教員制度（「大学設置基準等の一部を改正する省

令 」 （ 令和４年文部科学省令第 34号 ）等により新たに導入された制度 ）を導入している

場合は、何を確認すればよいか。  

 

Ａ  主要な授業科目を担当する基幹教員の配置状況を確認してください。別紙様式６－４－

４の 「専任の教授又は准教授が担当する科目数 」の欄には基幹教員が担当する科目数を記

入してください。  

 

 

Ｑ６ ７  分析項目６−４−６において、大学院設置基準第 14 条特例に該当する研究科等に

ついて、分析項目６－４－７でも分析対象とするべきか。  

 

Ａ  分析項目６−４−７については、原則として、分析項目６−４−６の大学院設置基準第

14 条特例に該当しない学部 ・研究科等の分析を想定していますが、再掲する形で分析項

目６−４−６に係る研究科等に関する分析を含めても問題ありません 。  

 

 

Ｑ６ ８  分析項目６−６−４の分析における 「成績に対する異議申立て制度を組織的に設け

ている 」 とは、どのような体制がとられている必要があるか。  

 

Ａ  授業を担当する教員が直接の窓口になっていないことなどに加え 、第三者 （学部長、教

務委員長等 ）が成績評価の公正性を確認できる体制が整っていることを求めています。  

 

 

Ｑ６ ９  分析項目６−８− １の分析において、学習成果の中には学位授与方針で示されてい

ないものがあると考えられるが、そのような学習成果のうち特に卒業要件単位以外、例え

ば、教員養成課程以外での教育職員免許状の取得等の学習成果をどう捉えるか。  

 

Ａ  学位授与方針においては、教育課程の修了時において身に付けていることが期待される

知識、能力等が規定されています。 したがって、いわゆる教員養成課程以外の教育課程の

学位授与方針には、とりわけ教員として必要な能力が規定されてはいないことが想定され

ます。 しかし 、学生は教育職員資格の課程認定が認められている教育課程において履修す

るにあたって、教員としての能力、資質を身に付けることを目標としていることも当然の
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ことです。 これらを勘案して、当該の教育課程について、その教育課程における学習成果

の達成として教育職員免許状等の取得状況を資料として求めることとしています。  

 

 

Ｑ７ ０  分析項目６−８− １の分析における、標準修業年限内の卒業 （修了 ）率及び 「標準

修業年限× 1.5 」 年内卒業 （修了 ）率の算出方法について、長期履修制度、編入学、早期

卒業 （修了 ）、 秋入学、転学部、再入学の学生についてどのように取り扱うべきか。  

 

Ａ  基本的には、秋入学者を除き算出方法は各大学の性質を踏まえ 、各大学で決めることに

なります。算出方法は備考欄に記載してください。  

 

 

Ｑ７ １  分析項目６－８－１において、 「 標準修業年限× 1.5 」 年内卒業 （修了 ）率に関し

て、具体的にどの範囲の数値であれば、改善を要すると指摘され得るのか。基準となる閾

値があるようであれば伺いたい。  

 

Ａ  学問分野 ・地域特性等も総合的に勘案し 、委員が判断いたしますので、一概には申し上

げられません 。  

 

 

自己評価の根拠となる資料 ・データ等 

 

Ｑ７ ２  自己評価実施要項の 【分析項目に係る根拠資料 ・データ 】 に挙げられている資料等

は、すべて提出が必須か。  

 

Ａ  挙げられている根拠資料 ・データは、項目を分析するにあたり必要なものとなっていま

すので、すべて提出してください。根拠資料 ・データが示すことができず、 【 分析の手順 】

で示す内容の確認ができない場合には、備考欄にその理由等を記載してください。  

 

 

Ｑ７ ３  シラバスを自己評価書の根拠資料として提出する際、 pdf形式ではなくcsv形式や

Excel形式のデータでも差し支えないか。  

 

Ａ  シラバスに関してはcsv形式やExcel形式で提出いただいて差し支えありません 。なお、

ウェブサイトの URL のみによる提出は認めていません。  

 

 

Ｑ７ ４  その他資料に含まれる 「大学規則集 」は、教育に関係する規定類に限らず提出する

のか。また、どのような形で提出すればよいか。  
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Ａ  大学全体の状況を把握するため、大学のすべての規則を提出してください。基本的には、

規則ごとにpdf形式にて提出することを想定しています。ただし 、自己評価書提出以降に

更新されずに、自己評価書提出時点として確定した規則を確認できる場合に限り 、ウェブ

サイトの URL による提出も可能としています。  

  なお、 2大学以上を運営する国立大学法人の場合、大学の規則だけでなく 、法人の規則

も可能な範囲で提出をお願いします。  

 

 

Ｑ７ ５  根拠資料について、基準日である５月１日以降に策定又は改正した規定類は提出す

ることはできるのか。  

 

Ａ  自己評価書の提出期限である６月末時点までに策定又は改正した資料であれば、提出可

能です。その場合、備考欄には、基準日以降に策定又は改正した資料に基づき分析した旨

を記載してください。ただし 、自己評価書提出時点において、決定されていない規定類は、

根拠資料とはできません 。  

なお、規則改正があった場合、その他資料として提出する大学規則集においても改正後

の規定を提出するよう整合性に留意してください。  

 

 

Ｑ７ ６  認証評価共通基礎データ大学様式１の 「教員組織 」欄の 「 専任教員等 」 （ ※改正後

基準では 「基幹教員」）の基準数について、学生募集を停止した学部 ・研究科等はどのよう

に記載すればよいか。  

 

Ａ  当該欄については、現行の学部 ・研究科についてのみ、教員数及び基準数を記載するこ

ととなっており 、募集を停止した学部 ・研究科等についての記入は不要です。  

※認証評価共通基礎データ様式１の 「学生募集停止中の学部 ・研究科等 」欄については、

基準日である5月1日に在学生がいる場合にのみ記載してください。  

 

 

Ｑ７ ７  認証評価共通基礎データ大学様式１ （ 改正後基準 ）の 「基幹教員 」欄について、サ

バティカル等教育を離れる教員は、従来どおり基幹教員に算入するのか。  

 

Ａ  令和４年９月の大学設置基準等改正及び文部科学省の公表するＱ＆Ａ （令和４年度大学

設置基準等の改正に係るＱ＆Ａ （ https://www.mext.go.jp/mext_02034.html#q

25 ））を踏まえれば、サバティカル等により授業科目担当を離れる教員は基幹教員に算入

しないこととなります。  

なお、本観点に限らず、基幹教員制度に関しては、必要教員数への算入に留まらず、情

報公表等の取扱いが追加されているなど、従来の専任教員制度から大幅に変更になってい

ます。大学設置基準や令和４年９月の改正時の施行通知、上述した文部科学省のQA等を

十分ご確認の上、適切に対応いただくようお願いします。  
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Ｑ７ ８  自己評価実施要項の 「第３章>Ⅲ自己評価書の提出方法＞１提出書類＞ （ ３ ） その

他資料 」 に 「大学、大学院等の概要が記載されているもの （大学概要等）」とあるが、自己

評価書提出締切日までに当該年度の大学概要は完成しておらず、提出できない見込みであ

るが、提出が遅れてもよいか。  

 

Ａ  大学概要等については、自己評価書提出時点で未完成の場合は、前年度のもので構わな

いのでご提出ください。その後、当該年度分が完成次第、改めてご提出願います。  

 

 

Ｑ７ ９  ３巡目においては、公表にそぐわない情報が記載されている根拠資料について、フ

ァイル名に （非公表 ） と記載していたが、今後も同様の運用か。  

 

Ａ  ４巡目においては、根拠資料は公表しませんので （非公開 ） とファイル名に記載する作

業は不要です。なお、提出する別紙様式や根拠書類には、個人情報を含めないでくださ

い。  

 

 

訪問調査 

 

Ｑ８ ０  訪問調査のスケジュール例が掲載されているが、大学の規模や状況によって、参加

者、日数、及び回数が異なるのか。  

 

Ａ  訪問調査は、予定する調査が十分に実施できるよう 、大学の規模や状況に応じて、大学

ごとに設定します 。 このため、大学によってスケジュール等は異なりますが、標準的な設

定として、評価担当者が３～６名程度、機構職員が若干名参加し 、日数は２日程度を想定

しています。  

※  スケジュール例はあくまで標準的な設定であり 、調査の一部をウェブにより実施する

などの場合もあります 。  

 

 

Ｑ８ １  ウェブによる意見聴取について、対象者の人数はどのくらいを想定しているのか。  

 

Ａ  ウェブによる意見聴取の対象者の人数は対象大学の規模や調査内容等によって異なりま

すが、例年 10 ～ 15 名程度でお願いしております 。面談対象者の属性等を含め訪問調査

スケジュールについては、 ９月中を目途に決定し 、対象大学へ通知します。  

 

 

Ｑ８ ２  訪問調査における面談対象者の旅費は、大学側で負担するのか、機構側で負担する

（評価手数料に含まれている ）のか。  
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Ａ  訪問調査における、面談対象者の旅費等必要な経費は、評価手数料に含まれていません

ので、機構では負担いたしません 。  

 

 

Ｑ８ ３  複数キャンパスを持つ大学は、すべてのキャンパスにおいて訪問調査を実施するの

か。  

 

Ａ  学生の教育が行われ、本部が置かれているキャンパスを訪問することを予定しています 。

ただし 、書面調査等を踏まえて、特に別のキャンパスの訪問調査を行う必要があると判断

された場合はその限りではありません 。  

 

 

改 善 状 況 の 継 続 的 確 認  

 

Ｑ８ ４  認証評価受審後の対応状況の報告は、何について、いつ行えばよいか。  

 

Ａ  評価結果の対応状況の報告は、改善を要する点として指摘された事項について、改善さ

れた状況にあると大学が判断した場合には、その状況を当機構が定める様式の対応状況報

告書によって、評価実施の翌年度以降各年度６月 15 日から６月 30日の期間に報告して

下さい。  

ただし 、改善された状況にあると大学が判断しない場合でも、評価を受けた年度の翌年

度を一年度目として起算した場合の三年度目に、その旨を報告書に記載の上、報告して下

さい。  

 

 

追 評 価  

 

Ｑ８ ５  追評価を受けた大学が、機構において次回の評価を受ける場合には、追評価実施年

度から7年以内に受審することになるのか。  

 

Ａ  追評価を受けた大学が、次回の認証評価を受ける場合には、追評価実施年度からではな

く 、追評価を受けることとなった元の評価の実施年度の翌年度から起算して７年以内に受

審することになります。  
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そ の 他  

 

Ｑ８ ６  大学機関別認証評価委員会の審議内容は公開されるのか。  

 

Ａ  議事要旨及び会議資料は、機構のウェブサイトに掲載することにより公表しますが、評

価対象大学の評価に関わる具体の審議の内容等、公にすることにより 、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は不当に評価対象大学等に混乱を

生じさせるおそれのある部分については、 この限りではありません 。  

 

 

Ｑ８ ７  認証評価の申請は、いつから可能なのか。  

 

Ａ  評価の申請は、評価実施の前年度９月末に受け付けています。 （ 例 ： 2025 年9月に

申請、 2026 年度に評価実施 ）。  

 

 

Ｑ８ ８  領域２ ・分析項目２− １ −２や領域６ ・自己評価書作成において、学科や専攻、教

養教育を実施する組織を 「教育研究上の基本組織 」 とした場合、評価手数料は当該組織分

について追加されるのか。  

 

Ａ  領域６において評価対象となる 「教育研究上の基本組織 」 に対して、一つの組織ごとに

評価手数料が加算されます 。  

 

 

Ｑ８ ９  評価担当者 （委員 ） に対する研修の内容について確認したい。  

   

Ａ  研修は、認証評価の意義と目的、書面調査、訪問調査等の実施方法等について、評価担

当者間の共通理解と評価能力の向上を図り 、客観的な立場からの専門的な判断を基礎とし

た信頼性の高い評価の実施に資することを目的としています。  

研修内容としては、機構の評価の意義、目的、方法等の説明や事例に基づく評価結果の

分析等を実施します 。  

 

 

Ｑ９ ０  認証評価の検証をどのように行っているのか。また、検証した結果を評価システム

の改善に役立てたのか。  

 

Ａ  機構の認証評価は、透明性の高い開かれた評価を目的としており 、開放的で進化する評

価を目指し 、評価の経験や評価を受けた大学等の意見を踏まえつつ、常に評価システムを

改善しています。  
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機構では、毎年度、認証評価を受けた大学及び評価を担当した委員に対し 、評価方法等

についてアンケート調査を実施し 、その分析結果等をもとに、評価の有効性、適切性につ

いて検証を行っています。例えば、 ４巡目から実施する認証評価のための実施大綱、大学

評価基準及び自己評価実施要項の改訂にあたっては、 ３巡目までの評価結果をもとに評価

対象とする内容を精査することによって、基準の判断に影響をほとんど与えなかった分析

内容については、自己評価においても、機構による評価においても分析を求めないことと

したほか、 アンケートの自由記述等により明らかとなった実施方法上で改善が必要な点に

ついて対応しました。  

なお、各年度に実施した認証評価に関する検証の内容、結果及び改善点は、随時、検証

結果報告書として取りまとめ、ウェブサイトで公開しています。  

 

 

Ｑ９ １  評価結果の公表の際に付録として公開される認証評価共通基礎データ及び別紙一覧、

根拠資料一覧についてはどのように作成すればよいか。  

 

Ａ  提出いただいた自己評価書等をもとに機構で作成いたしますので、作成する必要はあり

ません 。  


